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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　湿熱接着性繊維を含み、この湿熱接着性繊維の融着により繊維が固定された不織繊維構
造体とハニカム構造体とが積層されている構造パネル。
【請求項２】
　不織繊維構造体が板状体であり、かつ下記（１）～（４）の特性を有する請求項１記載
の構造パネル。
　（１）湿熱接着性繊維が、繊維表面において長さ方向に連続する湿熱接着性樹脂を含む
　（２）見掛け密度が０．０５～０．７ｇ／ｃｍ３である
　（３）厚み方向の断面において、厚み方向に三等分した各々の領域における繊維接着率
がいずれも３～８５％であり、かつ各領域における繊維接着率の最大値に対する最小値の
割合が５０％以上である
　（４）少なくとも一方向における最大曲げ応力が０．０５ＭＰａ以上であり、最大曲げ
応力を示す曲げ量に対して１．５倍の曲げ量における曲げ応力が、最大曲げ応力に対して
１／５以上である
【請求項３】
　ハニカム構造体が複数の又は連続した薄片状シートで構成された板状体であり、かつ前
記薄片状シートの厚みが０．０１～５ｍｍであり、板状体の厚みが５～２００ｍｍであり
、ハニカム構造を形成する各セルの平均径が１～１００ｍｍである請求項１又は２記載の
構造パネル。



(2) JP 5047999 B2 2012.10.10

10

20

30

40

50

【請求項４】
　不織繊維構造体及びハニカム構造体が板状体であり、不織繊維構造体とハニカム構造体
との厚み比が、不織繊維構造体／ハニカム構造体＝１／１～１／１０である請求項１～３
のいずれかに記載の構造パネル。
【請求項５】
　不織繊維構造体及びハニカム構造体が板状体であり、ハニカム構造体の両面に不織繊維
構造体が積層されている請求項１～４のいずれかに記載の構造パネル。
【請求項６】
　不織繊維構造体及びハニカム構造体が板状体であり、ハニカム構造体の一方の面に不織
繊維構造体が積層され、かつハニカム構造体の他方の面に反射体が積層されている請求項
１～５のいずれかに記載の構造パネル。
【請求項７】
　吸音又は遮音パネルである請求項１～６のいずれかに記載の構造パネル。
【請求項８】
　請求項１～７のいずれかに記載の構造パネルを被吸音又は遮音部位に配設した吸音又は
遮音構造。
【請求項９】
　構造パネルと被吸音又は遮音部位との間に空気層を介在させる請求項８記載の吸音又は
遮音構造。
【請求項１０】
　空気層の厚みが５～１００ｍｍである請求項９記載の吸音又は遮音構造。
【請求項１１】
　請求項１～７のいずれかに記載の構造パネルを用いた吸音又は遮音方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、建築物（例えば、住宅、工場の家屋や設備、ビルディング、病院、学校、体
育館、文化会館、公民館、コンサートホール、高速道路の防音壁など）やベヒクル（例え
ば、自動車などの車両、航空機など）などの防音又は遮音材などに利用可能な構造パネル
（吸音パネル）並びにこのパネルを用いた吸音又は遮音構造及び方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来から、住宅、オフィスビルディング、工場、コンサートホールなどの建築物の防音
・音響対策の１つとして、その天井や壁などに、グラスウールやロックウールに代表され
る吸音性能を有する吸音部材が取り付けられている。なかでも、このような吸音部材とし
て、経済性、施工性、環境安全性などの点から、グラスウールを用いたパネル状の部材が
汎用されている。
【０００３】
　しかし、従来のパネルは、吸音率が低いため、室内音響を考慮する必要がある室では吸
音力が不足する場合が多い。そこで、用途によっては、遮音パネルの上に、接着剤、釘、
ビスなどの締結材を利用して、さらに多孔質材料などで構成された吸音パネルを取り付け
る方法も行われている。ところが、グラスウールやロックウールなどの多孔質材料で構成
された吸音材は、一般に強度が弱く、運搬時、搬入時、施工時等に破損し易い上に、吸音
特性、特に低周波数域での吸音特性が低い。
【０００４】
　そこで、特開２００１－０８１８７８号公報（特許文献１）では、複数のセルにより形
成された板状の構造体と、この構造体の裏面に接着された板状の裏面部材と、前記構造体
の切断面及び前記裏面部材の双方に接着された長尺部材と、前記構造体の表面及び前記長
尺部材の双方に接着された通気性を有する板状の表面部材とを備えた吸音パネルが提案さ
れている。この文献には、表面部材として不織布などの多孔質材料が例示され、裏面部材
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として中・硬質繊維板、合板、石膏ボードなどの通気性のない材料が例示されている。さ
らに、前記吸音パネルが、建築物の内装材料として必要な構造強度を有し、広い音域での
吸音効果を発揮でき、軽量で内装としての一体感を有すると共に、簡単な施工によりコス
トを低減できることが記載されている。
【０００５】
　また、特開２００２－２２７３２３号公報（特許文献２）では、表面及び裏面が開放さ
れたハニカムコア材と、このハニカムコア材の表面及び裏面にそれぞれ積層され、かつ通
気性を有する表面側通気性シート及び裏面側通気性シートと、この裏面側通気性シートの
裏面側を覆うように設けられ、かつ裏面側通気性シートとの間に空気層を形成する背面カ
バーとを備えた吸音パネル及びその取付構造が提案されている。この文献には、表面側及
び裏面側通気性シートとしては、不織布やクロスなどが例示されている。さらに、前記吸
音パネル及びその取付構造によって、従来と同等以上の吸音性能を確保しながら、大幅な
軽量化を図れることが記載されている。
【０００６】
　しかし、これらの吸音パネルでは、強靱性や剛性が低く、用途が制限されるとともに、
吸音性能は充分でない。
【０００７】
　さらに、国際公開ＷＯ２００７／１１６６７６号公報（特許文献３）では、湿熱接着性
繊維を含む不織繊維集合体を高温水蒸気で加熱処理することにより、不織繊維構造を有し
、かつ厚み方向に均一な接着率で湿熱接着性繊維が融着した硬質の成形体が製造されてい
る。この文献には、前記硬質成形体が建材用ボードとして利用できることが記載されてい
る。
【０００８】
　しかし、この硬質成形体を建材用ボードに利用した場合であっても、室内音響などに必
要とされる高度な防音又は遮音性を充足できない。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００９】
【特許文献１】特開２００１－０８１８７８号公報（請求項１、段落［0010］［0011］［
0014］［0020］）
【特許文献２】特開２００２－２２７３２３号公報（特許請求の範囲、段落［0017］［00
27］）
【特許文献３】国際公開ＷＯ２００７／１１６６７６号公報（請求の範囲、実施例）
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１０】
　従って、本発明の目的は、軽量でありながら強靭性を兼ね備えるとともに、吸音及び遮
音性に優れた構造パネル並びにこのパネルを用いた吸音又は遮音構造及び方法を提供する
ことにある。
【００１１】
　本発明の他の目的は、低周波数域を含む幅広い周波数の音波に対して高い吸音及び遮音
性を有する構造パネル並びにこのパネルを用いた吸音又は遮音構造及び方法を提供するこ
とにある。
【００１２】
　本発明のさらに他の目的は、吸音と反射音とのバランスに優れ、高度な室内音響を要求
される用途にも使用可能な構造パネル並びにこのパネルを用いた吸音又は遮音構造及び方
法を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１３】
　本発明者らは、前記課題を達成するため鋭意検討した結果、繊維が湿熱接着性繊維によ
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り適度に接着された不織繊維構造体とハニカム構造体とを積層すると、軽量でありながら
強靭性を兼ね備るとともに、吸音及び遮音性に優れることを見出し、本発明を完成した。
【００１４】
　すなわち、本発明の構造パネルは、湿熱接着性繊維を含み、かつこの湿熱接着性繊維の
融着により繊維が固定された不織繊維構造体とハニカム構造体とが積層されている。前記
不織繊維構造体は板状体であり、かつ下記（１）～（４）の特性を有していてもよい。
【００１５】
　（１）湿熱接着性繊維が、繊維表面において長さ方向に連続する湿熱接着性樹脂を含む
　（２）見掛け密度が０．０５～０．７ｇ／ｃｍ3である
　（３）厚み方向の断面において、厚み方向に三等分した各々の領域における繊維接着率
がいずれも３～８５％であり、かつ各領域における繊維接着率の最大値に対する最小値の
割合が５０％以上である
　（４）少なくとも一方向における最大曲げ応力が０．０５ＭＰａ以上であり、最大曲げ
応力を示す曲げ量に対して１．５倍の曲げ量における曲げ応力が、最大曲げ応力に対して
１／５以上である。
【００１６】
　前記ハニカム構造体は、複数の又は連続した薄片状シートで構成された板状体であり、
かつ前記薄片状シートの厚みが０．０１～５ｍｍであり、板状体の厚みが５～２００ｍｍ
であり、ハニカム構造を形成する各セルの平均径が１～１００ｍｍであってもよい。本発
明の構造パネルにおいて、不織繊維構造体及びハニカム構造体が板状体であり、不織繊維
構造体とハニカム構造体との厚み比が、不織繊維構造体／ハニカム構造体＝１／１～１／
１０であってもよい。また、ハニカム構造体の両面に不織繊維構造体が積層されていても
よい。さらに、ハニカム構造体の一方の面に不織繊維構造体が積層され、かつハニカム構
造体の他方の面に反射体が積層されていてもよい。本発明の構造パネルは、吸音又は遮音
パネルであってもよい。
【００１７】
　本発明には、前記構造パネルを被吸音又は遮音部位に配設した吸音又は遮音構造も含ま
れる。この構造において、構造パネルと被吸音又は遮音部位との間に、例えば、厚み５～
１００ｍｍ程度の空気層を介在させてもよい。さらに、本発明には、前記構造パネルを用
いた吸音又は遮音方法も含まれる。
【発明の効果】
【００１８】
　本発明の構造パネルは、湿熱接着性繊維により適度に固定された不織繊維構造体とハニ
カム構造体とを積層しているため、軽量でありながら強靭性を兼ね備るとともに、吸音及
び遮音性（特に低周波数域の吸音性）に優れる。また、ハニカム構造体や空気層の厚みを
調製することにより、低周波数域を含む幅広い周波数の音波に対して高い吸音及び遮音性
を実現できる。さらに、反射体と組み合わせることにより、吸音と反射音とのバランスに
優れ、高度な室内音響を要求される用途にも使用できる。
【図面の簡単な説明】
【００１９】
【図１】図１は、本発明の構造パネルの一例を示す概略斜視図である。
【図２】図２は、本発明の構造パネルの他の例を示す部分切り欠き概略斜視図である。
【図３】図３は、図１及び図２の構造パネルを配設した吸音又は遮音構造の一例を示す概
略側面図である。
【図４】図４は、試験１における構造パネルの吸音性能試験結果を示すグラフである。
【図５】図５は、試験２における構造パネルの吸音性能試験結果を示すグラフである。
【図６】図６は、試験３における構造パネルの吸音性能試験結果を示すグラフである。
【図７】図７は、試験４における構造パネルの吸音性能試験結果を示すグラフである。
【図８】図８は、試験５における構造パネルの吸音性能試験結果を示すグラフである。
【図９】図９は、試験６における構造パネルの吸音性能試験結果を示すグラフである。
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【発明を実施するための形態】
【００２０】
　［構造パネル］
　本発明の構造パネル（吸音パネル）は、湿熱接着性繊維を含む不織繊維構造体とハニカ
ム構造体とが積層されている。
【００２１】
　（不織繊維構造体）
　不織繊維構造体は、湿熱接着性繊維を含み、かつ不織繊維構造を有する成形体である。
さらに、本発明における不織繊維構造体は、前記湿熱接着性繊維の融着により繊維が固定
されており、繊維構造に特有の高い吸音断熱性、衝撃吸収性を有するとともに、不織繊維
構造を構成する繊維の配列と、この繊維同士の接着状態を調整することにより、通常の不
織布では得られない曲げ挙動と軽量性とを両立し、さらに折れ難く、形態保持性及び通気
性をも同時に確保している。
【００２２】
　このような不織繊維構造体は、後述するように、前記湿熱接着性繊維を含むウェブに高
温（過熱又は加熱）水蒸気を作用させて、湿熱接着性繊維の融点以下の温度で接着作用を
発現し、繊維同士を部分的に接着させることにより得られる。すなわち、単繊維及び束状
集束繊維同士を湿熱下、適度に小さな空隙を保持しながら、いわば「スクラム」を組むよ
うに点接着又は部分接着させて得られる。
【００２３】
　湿熱接着性繊維は、少なくとも湿熱接着性樹脂で構成されている。湿熱接着性樹脂は、
高温水蒸気によって容易に実現可能な温度において、流動又は容易に変形して接着機能を
発現可能であればよい。具体的には、熱水（例えば、８０～１２０℃、特に９５～１００
℃程度）で軟化して自己接着又は他の繊維に接着可能な熱可塑性樹脂、例えば、エチレン
－ビニルアルコール共重合体などのビニルアルコール系重合体、ポリ乳酸などのポリ乳酸
系樹脂、（メタ）アクリルアミド単位を含む（メタ）アクリル系共重合体などが挙げられ
る。さらに、高温水蒸気により容易に流動又は変形して接着可能なエラストマー（例えば
、ポリオレフィン系エラストマー、ポリエステル系エラストマー、ポリアミド系エラスト
マー、ポリウレタン系エラストマー、スチレン系エラストマーなど）などであってもよい
。これらの湿熱接着性樹脂は、単独で又は二種以上組み合わせて使用できる。これらのう
ち、特に、エチレンやプロピレンなどのα－Ｃ2-10オレフィン単位を含むビニルアルコー
ル系重合体、特に、エチレン－ビニルアルコール系共重合体が好ましい。
【００２４】
　エチレン－ビニルアルコール系共重合体において、エチレン単位の含有量（共重合割合
）は、例えば、１０～６０モル％、好ましくは２０～５５モル％、さらに好ましくは３０
～５０モル％程度である。エチレン単位がこの範囲にあることにより、湿熱接着性を有す
るが、熱水溶解性はないという特異な性質が得られる。エチレン単位の割合が少なすぎる
と、エチレン－ビニルアルコール系共重合体が、低温の蒸気（水）で容易に膨潤又はゲル
化し、水に一度濡れただけで形態が変化し易い。一方、エチレン単位の割合が多すぎると
、吸湿性が低下し、湿熱による繊維融着が発現し難くなるため、実用性のある強度の確保
が困難となる。エチレン単位の割合が、特に３０～５０モル％の範囲にあると、シート又
は板状への加工性が特に優れる。
【００２５】
　エチレン－ビニルアルコール系共重合体におけるビニルアルコール単位のケン化度は、
例えば、９０～９９．９９モル％程度であり、好ましくは９５～９９．９８モル％、さら
に好ましくは９６～９９．９７モル％程度である。ケン化度が小さすぎると、熱安定性が
低下し、熱分解やゲル化によって安定性が低下する。一方、ケン化度が大きすぎると、繊
維自体の製造が困難となる。
【００２６】
　エチレン－ビニルアルコール系共重合体の粘度平均重合度は、必要に応じて選択できる
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が、例えば、２００～２５００、好ましくは３００～２０００、さらに好ましくは４００
～１５００程度である。重合度がこの範囲にあると、紡糸性と湿熱接着性とのバランスに
優れる。
【００２７】
　湿熱接着性繊維の横断面形状（繊維の長さ方向に垂直な断面形状）は、一般的な中実断
面形状である丸型断面や異型断面［偏平状、楕円状、多角形状など］に限定されず、中空
断面状などであってもよい。湿熱接着性繊維は、少なくとも湿熱接着性樹脂を含む複数の
樹脂で構成された複合繊維であってもよい。複合繊維は、湿熱接着性樹脂を少なくとも繊
維表面の一部に有していればよいが、接着性の点から、繊維表面において長さ方向に連続
する湿熱接着性樹脂を有するのが好ましい。湿熱接着性樹脂の被覆率は、例えば、５０％
以上、好ましくは８０％以上、さらに好ましくは９０％以上である。
【００２８】
　湿熱接着性樹脂が表面を占める複合繊維の横断面構造としては、例えば、芯鞘型、海島
型、サイドバイサイド型又は多層貼合型、放射状貼合型、ランダム複合型などが挙げられ
る。これらの横断面構造のうち、接着性が高い構造である点から、湿熱接着性樹脂が繊維
の全表面を被覆する構造である芯鞘型構造（すなわち、鞘部が湿熱接着性樹脂で構成され
た芯鞘型構造）が好ましい。芯鞘型構造は、他の繊維形成性重合体で構成された繊維の表
面に湿熱接着性樹脂をコーティングした繊維であってもよい。
【００２９】
　複合繊維の場合、湿熱接着性樹脂同士を組み合わせてもよいが、非湿熱接着性樹脂と組
み合わせてもよい。非湿熱接着性樹脂としては、非水溶性又は疎水性樹脂、例えば、ポリ
オレフィン系樹脂、（メタ）アクリル系樹脂、塩化ビニル系樹脂、スチレン系樹脂、ポリ
エステル系樹脂、ポリアミド系樹脂、ポリカーボネート系樹脂、ポリウレタン系樹脂、熱
可塑性エラストマーなどが挙げられる。これらの非湿熱接着性樹脂は、単独で又は二種以
上組み合わせて使用できる。
【００３０】
　これらの非湿熱接着性樹脂のうち、耐熱性及び寸法安定性の点から、融点が湿熱接着性
樹脂（特にエチレン－ビニルアルコール系共重合体）よりも高い樹脂、例えば、ポリプロ
ピレン系樹脂、ポリエステル系樹脂、ポリアミド系樹脂、特に、耐熱性や繊維形成性など
のバランスに優れる点から、ポリエステル系樹脂、ポリアミド系樹脂が好ましい。
【００３１】
　ポリエステル系樹脂としては、ポリＣ２－４アルキレンアリレート系樹脂などの芳香族
ポリエステル系樹脂（ポリエチレンテレフタレート（ＰＥＴ）、ポリトリメチレンテレフ
タレート、ポリブチレンテレフタレート、ポリエチレンナフタレートなど）、特に、ＰＥ
Ｔなどのポリエチレンテレフタレート系樹脂が好ましい。ポリエチレンテレフタレート系
樹脂は、エチレンテレフタレート単位の他に、他のジカルボン酸（例えば、イソフタル酸
、ナフタレン－２，６－ジカルボン酸、フタル酸、４，４′－ジフェニルジカルボン酸、
ビス（カルボキシフェニル）エタン、５－ナトリウムスルホイソフタル酸など）やジオー
ル（例えば、ジエチレングリコール、１，３－プロパンジオール、１，４－ブタンジオー
ル、１，６－ヘキサンジオール、ネオペンチルグリコール、シクロヘキサン－１，４－ジ
メタノール、ポリエチレングリコール、ポリテトラメチレングリコールなど）で構成され
た単位を２０モル％以下程度の割合で含んでいてもよい。
【００３２】
　ポリアミド系樹脂としては、ポリアミド６、ポリアミド６６、ポリアミド６１０、ポリ
アミド１０、ポリアミド１２、ポリアミド６－１２などの脂肪族ポリアミドおよびその共
重合体、芳香族ジカルボン酸と脂肪族ジアミンとから合成された半芳香族ポリアミドなど
が好ましい。これらのポリアミド系樹脂にも、共重合可能な他の単位が含まれていてもよ
い。
【００３３】
　湿熱接着性樹脂と非湿熱接着性樹脂（繊維形成性重合体）とで構成された複合繊維の場
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合、両者の割合（質量比）は、構造（例えば、芯鞘型構造）に応じて選択でき、湿熱接着
性樹脂が表面に存在すれば特に限定されないが、例えば、湿熱接着性樹脂／非湿熱接着性
樹脂＝９０／１０～１０／９０、好ましくは８０／２０～１５／８５、さらに好ましくは
６０／４０～２０／８０程度である。湿熱接着性樹脂の割合が多すぎると、繊維の強度を
確保し難く、湿熱接着性樹脂の割合が少なすぎると、繊維表面の長さ方向に連続して湿熱
接着性樹脂を存在させるのが困難となり、湿熱接着性が低下する。この傾向は、湿熱接着
性樹脂を非湿熱接着性繊維の表面にコートする場合においても同様である。
【００３４】
　湿熱接着性繊維の平均繊度は、用途に応じて、例えば、０．０１～１００ｄｔｅｘ程度
の範囲から選択でき、好ましくは０．１～５０ｄｔｅｘ、さらに好ましくは０．５～３０
ｄｔｅｘ（特に１～１０ｄｔｅｘ）程度である。平均繊度がこの範囲にあると、繊維の強
度と湿熱接着性の発現とのバランスに優れる。
【００３５】
　湿熱接着性繊維の平均繊維長は、例えば、１０～１００ｍｍ程度の範囲から選択でき、
好ましくは２０～８０ｍｍ、さらに好ましくは２５～７５ｍｍ程度である。平均繊維長が
この範囲にあると、繊維が充分に絡み合うため、繊維構造体の機械的強度が向上する。
【００３６】
　湿熱接着性繊維の捲縮率は、例えば、１～５０％、好ましくは３～４０％、さらに好ま
しくは５～３０％程度である。また、捲縮数は、例えば、１～１００個／２５ｍｍ、好ま
しくは５～５０個／２５ｍｍ、さらに好ましくは１０～３０個／２５ｍｍ程度である。
【００３７】
　不織繊維構造体は、前記湿熱接着性繊維に加えて、さらに非湿熱接着性繊維を含んでい
てもよい。非湿熱接着性繊維としては、前記複合繊維を構成する非湿熱接着性樹脂で構成
された繊維の他、セルロース系繊維（例えば、レーヨン繊維、アセテート繊維など）など
が挙げられる。これらの非湿熱接着性繊維は、単独で又は二種以上組み合わせて使用でき
る。これらの非湿熱接着性繊維は、目的の特性に応じて選択でき、レーヨンなどの半合成
繊維と組み合わせると、相対的に高密度で機械的特性の高い繊維構造体が得られる一方、
ポリエステル系繊維やポリアミド系繊維などの疎水性繊維と組み合わせると、繊維間の空
隙が増大し、かつ融着せずに自由に振動可能な繊維が増加するため、吸音性を向上できる
。
【００３８】
　湿熱接着性繊維と非湿熱接着性繊維との割合（質量比）は、パネルの種類や用途に応じ
て、湿熱接着性繊維／非湿熱接着性繊維＝１００／０～２０／８０（例えば、９９／１～
２０／８０）、好ましくは１００／０～５０／５０（例えば、９５／５～５０／５０）、
さらに好ましくは１００／０～７０／３０程度である。湿熱接着性繊維の割合が少なすぎ
ると、硬度が低下し、繊維構造体としての取り扱い性の保持が困難となる。
【００３９】
　繊維構造体（又は繊維）は、さらに、慣用の添加剤、例えば、安定剤（銅化合物などの
熱安定剤、紫外線吸収剤、光安定剤、酸化防止剤など）、分散剤、増粘剤、微粒子、着色
剤、帯電防止剤、難燃剤、可塑剤、潤滑剤、結晶化速度遅延剤、滑剤、抗菌剤、防虫・防
ダニ剤、防カビ剤、つや消し剤、蓄熱剤、香料、蛍光増白剤、湿潤剤、可塑剤などを含有
していてもよい。これらの添加剤は、単独で又は二種以上組み合わせて使用できる。これ
らの添加剤は、構造体表面に担持されていてもよく、繊維中に含まれていてもよい。
【００４０】
　なお、不織繊維構造体は、難燃性が要求される用途に使用される場合、難燃剤を添加す
るのが効果的である。難燃剤は、慣用の無機系難燃剤や有機系難燃剤を使用でき、汎用さ
れ且つ難燃効果の高いハロゲン系難燃剤やリン系難燃剤であってもよいが、ハロゲン系難
燃剤は燃焼時のハロゲンガスの発生に伴う酸性雨の問題を有し、リン系難燃剤は加水分解
によるリン化合物流出に伴う湖沼の富栄養化の問題を有している。従って、本発明では、
難燃剤としては、これらの問題を回避し、高い難燃性を発揮できる点から、ホウ素系難燃
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剤及び／又はケイ素系難燃剤を用いるのが好ましい。
【００４１】
　ホウ素系難燃剤としては、例えば、ホウ酸（オルトホウ酸、メタホウ酸など）、ホウ酸
塩［例えば、四ホウ酸ナトリウムなどのアルカリ金属ホウ酸塩、メタホウ酸バリウムなど
のアルカリ土類金属塩、ホウ酸亜鉛などの遷移金属塩など］、縮合ホウ酸（塩）（ピロホ
ウ酸、四ホウ酸、五ホウ酸、八ホウ酸又はこれらの金属塩など）などが挙げられる。これ
らのホウ素系難燃剤は、含水物（例えば、含水四ホウ酸ナトリウムであるホウ砂など）で
あってもよい。これらのホウ素系難燃剤は、単独で又は二種以上組み合わせて使用できる
。
【００４２】
　ケイ素系難燃剤としては、例えば、ポリオルガノシロキサンなどのシリコーン化合物、
シリカやコロイダルシリカなどの酸化物、ケイ酸カルシウム、ケイ酸アルミニウム、ケイ
酸マグネシウム、アルミノケイ酸マグネシウムなどの金属ケイ酸塩などが挙げられる。
【００４３】
　これらの難燃剤は、単独で又は二種以上組み合わせて使用できる。これらの難燃剤のう
ち、ホウ酸やホウ砂などのホウ素系難燃剤を主成分とするのが好ましい。特に、ホウ酸と
ホウ砂とを組み合わせるのが好ましく、両者の割合（質量比）は、ホウ酸／ホウ砂＝９０
／１０～１０／９０、好ましくは６０／４０～３０／７０程度である。ホウ酸及びホウ砂
は、水溶液として難燃加工に供してもよく、例えば、水１００質量部に対して、ホウ酸を
１０～３５質量部及びホウ砂を１５～４５質量部程度加えて溶解させて水溶液に調製して
もよい。
【００４４】
　難燃剤の割合は、不織繊維構造体の用途に応じて選択すればよく、例えば、不織繊維構
造体の全質量に対して、例えば、１～３００質量％、好ましくは５～２００質量％、さら
に好ましくは１０～１５０質量％程度である。
【００４５】
　難燃化の方法としては、慣用のディップ－ニップ加工と同様にして、繊維構造体に難燃
剤を含有する水溶液やエマルジョンを含浸又は噴霧した後に乾燥させる方法、繊維紡糸時
に二軸押出機などで難燃剤を混練した樹脂を押出して紡糸し、この繊維を用いる方法など
を使用できる。
【００４６】
　（不織繊維構造体の特性）
　不織繊維構造体（成形体）は、前記繊維で構成されたウェブから得られる不織繊維構造
を有しており、その形状は用途に応じて選択でき、断面円形又は楕円形状、多角形状であ
ってもよいが、通常、シート状又は板状である。
【００４７】
　さらに、不織繊維構造体において、高い硬度（形態安定性）を有するとともに、吸音性
と軽量（低密度）性とをバランスよく備えた不織繊維構造を有するためには、前記不織繊
維のウェブを構成する繊維の配列状態及び接着状態が適度に調整されている必要がある。
すなわち、繊維ウェブを構成する繊維が、概ね繊維ウェブ（不織繊維）面に対して平行に
配列しながら、お互いに交差するように各繊維が配列して交点で融着しているのが好まし
い。特に、高い形態安定性が要求される繊維構造体は、交点以外の繊維が略平行に並んで
いる部分において、数本～数十本程度で束状に融着した束状融着繊維を形成していてもよ
い。これらの繊維が、単繊維同士の交点、束状繊維同士の交点、又は単繊維と束状繊維と
の交点において融着した構造を部分的に形成することにより、「スクラム」を組んだよう
な構造（繊維が交点部で接着し、網目のように絡み合った構造、又は交点で繊維が接着し
隣接する繊維を互いに拘束する構造）とし、目的とする曲げ挙動や表面硬度などを発現さ
せることができる。本発明では、このような構造が、繊維ウェブの面方向及び厚み方向に
沿って概ね均一に分布するような形態とするのが望ましい。本発明では、繊維が振動可能
な構造に保持されているため、優れた吸音性を示すとともに、交点での融着により、優れ
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た機械的特性も有している。
【００４８】
　ここでいう「概ね繊維ウェブ面に対し平行に配列している」とは、局部的に多数の繊維
が厚み方向に沿って配列している部分が繰り返し存在するようなことがない状態を示す。
より具体的には、構造体の繊維ウェブにおける任意の断面を顕微鏡観察した際に、繊維ウ
ェブでの厚さの３０％以上に亘り、厚み方向に連続して延びる繊維の存在割合（本数割合
）が、その断面における全繊維に対して１０％以下（特に５％以下）である状態をいう。
【００４９】
　さらに、不織繊維構造体において、不織繊維構造を構成する繊維が前記湿熱接着性繊維
の融着による繊維接着率は、例えば、３～８５％、好ましくは５～６０％、さらに好まし
くは１０～３５％程度である。本発明では、このような範囲で繊維が接着されているため
、各繊維の自由度が高く、高い吸音性を発現できる。本発明における繊維接着率は、後述
する実施例に記載の方法で測定できるが、不織繊維断面における全繊維の断面数に対して
、２本以上接着した繊維の断面数の割合を示す。従って、繊維接着率が低いことは、複数
の繊維同士が融着する割合（集束して融着した繊維の割合）が少ないことを意味する。
【００５０】
　本発明では、さらに、不織繊維構造を構成する繊維は、各々の繊維の接点で接着してい
るが、できるだけ少ない接点数で大きな曲げ応力を発現するためには、この接着点が、厚
み方向に沿って、繊維構造体表面から内部（中央）、そして裏面に至るまで、均一に分布
しているのが好ましい。接着点が表面又は内部などに集中すると、優れた機械的特性及び
成形性を確保するのが困難となるだけでなく、接着点の少ない部分における形態安定性が
低下する。
【００５１】
　従って、繊維構造体の厚み方向の断面において、厚み方向に三等分した各々の領域にお
ける繊維接着率がいずれも前記範囲にあるのが好ましい。さらに、各領域における繊維接
着率の最大値に対する最小値の割合（最小値／最大値）（繊維接着率が最大の領域に対す
る最小の領域の比率）が、例えば、５０％以上（例えば、５０～１００％）、好ましくは
５５～９９％、さらに好ましくは６０～９８％（特に７０～９７％）程度である。本発明
では、繊維接着率が、厚み方向において、このような均一性を有しているため、繊維の接
着面積が低いにも拘わらず、硬さや曲げ強度、耐折性や靱性も優れている。さらに、繊維
の接着面積が低いため、自由に振動可能な繊維が多く、吸音性も高い。すなわち、本発明
における不織繊維構造体は、ボードしての機械的特性と、繊維構造体としての吸音性とを
両立している。
【００５２】
　繊維接着率は、ＳＥＭを用いて、不織繊維構造体の断面を拡大した写真を撮影し、所定
の領域において、接着した繊維断面の数に基づいて簡便に測定できる。しかし、束状に繊
維が融着している場合には、各繊維が束状に又は交点で融着しているため、特に密度が高
い場合には、繊維単体として観察することが困難になり易い。この場合、例えば、繊維構
造体が湿熱接着性繊維で構成された鞘部と繊維形成性重合体で構成された芯部とで形成さ
れた芯鞘型複合繊維で接着されている場合には、融解や洗浄除去などの手段で接着部の融
着を解除し、解除前の切断面と比較することにより繊維接着率を測定できる。
【００５３】
　繊維構造体は、靱性及び曲げ応力が高く、優れた曲げ挙動を示すことも特徴の一つであ
る。本発明では、この曲げ挙動を表すため、ＪＩＳ　Ｋ７０１７「繊維強化プラスチック
－曲げ特性の求め方」に準じて、サンプルを徐々に曲げたときに生ずるサンプルの反発力
を測定し、最大応力（ピーク応力）を曲げ応力として表し、曲げ挙動の指標として用いた
。すなわち、この曲げ応力が大きいほど硬い構造体であり、さらに測定対象物が破壊する
までの曲げ量（変位）が大きい程よく曲がる構造体である。
【００５４】
　繊維構造体は、少なくとも一方向（好ましくは全ての方向）における最大曲げ応力が０
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．０５ＭＰａ以上であり、好ましくは０．１～３０ＭＰａ、さらに好ましくは０．１５～
２０ＭＰａ（特に０．２～１０ＭＰａ）程度であってもよい。この最大曲げ応力が小さす
ぎると、板状で使用したときに自重やわずかな荷重により簡単に折れ易い。また、最大曲
げ応力が高すぎると、硬くなり過ぎて、応力のピークを過ぎて折り曲げると折れて破損し
易くなる。
【００５５】
　この曲げ量（変位）とそれによる曲げ応力との相関を見ると、最初、曲げ量の増加とと
もに応力も増加し、例えば、略直線的に増加する。本発明における繊維構造体において、
測定サンプルが固有の曲げ量に到達すると、その後は徐々に応力が低くなる。すなわち、
曲げ量と応力とをグラフにすると、上に凸の放物線状にカーブを描く相関関係を示す。本
発明における繊維構造体は、最大曲げ応力（曲げ応力のピーク）を超えて、さらに曲げよ
うとした場合においても、急激な応力降下を生じることなく、いわゆる「粘り（又は靱性
）」を有することも特徴の一つである。本発明では、このような「粘り」を表す指標とし
て、曲げ応力のピーク時の曲げ量（変位）を超えた状態において残っている曲げ応力を用
いることができる。すなわち、本発明における繊維構造体は、最大曲げ応力を示す曲げ量
の１．５倍の変位まで曲げた時の応力（以下、「１．５倍変位応力」と称することがある
）が、最大曲げ応力（ピーク応力値）の１／１０以上を維持しており、好ましくは３／１
０以上（例えば、３／１０～１）、さらに好ましくは５／１０以上（例えば、５／１０～
９／１０）程度維持していてもよい。
【００５６】
　繊維構造体は、繊維間に生ずる空隙により高い軽量性を確保できる。また、これらの空
隙は、独立した空隙ではなく連続しているため、高い通気性を有している。このような構
造は、樹脂を含浸する方法や、表面部分を密に接着させてフィルム状構造を形成する方法
など、これまでの一般的な硬質化手法では製造することが極めて困難な構造である。
【００５７】
　すなわち、不織繊維構造体は低密度であり、具体的には、見掛け密度は、例えば、０．
０５～０．７ｇ／ｃｍ3、好ましくは０．０８～０．４ｇ／ｃｍ3、さらに好ましくは０．
１～０．３５ｇ／ｃｍ3程度である。見かけ密度が低すぎると、吸音性が高く軽量ではあ
るものの、曲げ硬さが低下し、逆に高すぎると、硬さは確保できるものの、吸音性及び軽
量性が低下する。
【００５８】
　不織繊維構造体の目付は、例えば、５０～１００００ｇ／ｍ2程度の範囲から選択でき
、好ましくは１５０～８０００ｇ／ｍ2、さらに好ましくは３００～６０００ｇ／ｍ2程度
である。目付が小さすぎると、硬さを確保することが難しく、また、目付が大きすぎると
、ウェブが厚すぎて湿熱加工において、高温水蒸気が充分にウェブ内部に入り込めず、厚
み方向に均一な構造体とするのが困難になる。
【００５９】
　不織繊維構造体が板状又はシート状である場合、その厚みは特に限定されないが、１～
１００ｍｍ程度の範囲から選択でき、例えば、３～５０ｍｍ、好ましくは５～３０ｍｍ程
度である。厚みが薄すぎると、吸音性が低下するとともに、硬さの確保が難しくなり、厚
すぎると、質量が重くなるため、取扱性が低下する。
【００６０】
　さらに、本発明における構造体は、不織繊維構造を有するため、通気性に優れており、
構造体に化粧フィルムを貼ってボード材として使用する場合、化粧フィルム内の空気が反
対側に抜けることにより、フィルム貼付後のフィルムの浮き、剥がれを回避できる。また
、貼り付けたフィルムの接着剤が表面の構成繊維に貼り付くとともに、繊維空隙に楔の如
く入り込むため、強固な接着を実現できる。さらに、このようなボードを用いることで、
ボード内外の空気交換が可能となり、吸音性を要求される用途だけでなく、通気性も要求
される運搬容器などにも応用できる。
【００６１】
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　具体的にはフラジール形法による通気度が０．１ｃｍ3／（ｃｍ2・秒）以上［例えば、
０．１～３００ｃｍ3／（ｃｍ2・秒）］、好ましくは１～２５０ｃｍ3／（ｃｍ2・秒）、
さらに好ましくは５～２００ｃｍ3／（ｃｍ2・秒）程度である。通気度が小さすぎると、
構造体に空気を通過させるために外部から圧力を加える必要が生じ、自然な空気の出入が
困難となる。一方、通気度が大き過ぎると、通気性は高くなるが、構造体内の繊維空隙が
大きくなりすぎ、吸音性及び曲げ応力が低下する。
【００６２】
　さらに、本発明における不織繊維構造体は、前述の如く、繊維接着点を厚み方向に均一
に有するため、良好な形態保持性も有している。すなわち、通常の繊維構造体では、バイ
ンダーなどにより必要な曲げ硬さを確保できたとしても、基本的に繊維同士の接着が少な
いため、例えば５ｍｍ角程度の小片にカットした場合、わずかな外力により構造体を構成
する繊維が離脱し、最終的には繊維毎に細分化されてしまう。これに対し、本発明におけ
る繊維構造体は、繊維同士が緻密にかつ均一に接着しているため、小片にカットした場合
でも繊維単位に細分化されず、充分に形態を保持できる。これは構造体を切断した際の発
塵性が小さいことも意味している。
【００６３】
　（不織繊維構造体の製造方法）
　不織繊維構造体の製造方法では、まず、前記湿熱接着性繊維を含む繊維をウェブ化する
。ウェブの形成方法としては、慣用の方法、例えば、スパンボンド法、メルトブロー法な
どの直接法、メルトブロー繊維やステープル繊維などを用いたカード法、エアレイ法など
の乾式法などを利用できる。これらの方法のうち、メルトブロー繊維やステープル繊維を
用いたカード法、特にステープル繊維を用いたカード法が汎用される。ステープル繊維を
用いて得られたウェブとしては、例えば、ランダムウェブ、セミランダムウェブ、パラレ
ルウェブ、クロスラップウェブなどが挙げられる。これらのウェブのうち、束状融着繊維
の割合を多くする場合には、セミランダムウェブ、パラレルウェブが好ましい。
【００６４】
　次に、得られた繊維ウェブは、ベルトコンベアにより次工程へ送られ、次いで過熱又は
高温蒸気（高圧スチーム）流に晒されることにより、不織繊維構造を有する構造体が得ら
れる。すなわち、ベルトコンベアで運搬された繊維ウェブは、蒸気噴射装置のノズルから
噴出される高速高温水蒸気流の中を通過する際、吹き付けられた高温水蒸気により繊維同
士が三次元的に接着される。特に、本発明における繊維ウェブは通気性を有しているため
、高温水蒸気が内部にまで浸透し、略均一な融着状態を有する構造体を得ることができる
。
【００６５】
　不織繊維構造体は、具体的には、温度７０～１５０℃、好ましくは８０～１２０℃、さ
らに好ましくは９０～１１０℃程度の高温水蒸気を、前記繊維ウェブに対して、圧力０．
１～２ＭＰａ、好ましくは０．２～１．５ＭＰａ、さらに好ましくは０．３～１ＭＰａ程
度、処理速度２００ｍ／分以下、好ましくは０．１～１００ｍ／分、さらに好ましくは１
～５０ｍ／分程度で噴射する方法により得られるが、詳細な製造方法については、国際公
開ＷＯ２００７／１１６６７６号公報（特許文献３）に記載の製造方法を利用できる。
【００６６】
　得られた不織繊維構造体は、通常、板状又はシート状成形体として得られ、切断加工な
どにより利用されるが、必要に応じて慣用の熱成形により二次成形してもよい。熱成形と
しては、例えば、圧縮成形、圧空成形（押出圧空成形、熱板圧空成形、真空圧空成形など
）、自由吹込成形、真空成形、折り曲げ加工、マッチドモールド成形、熱板成形、湿熱プ
レス成形などが利用できる。
【００６７】
　（ハニカム構造体）
　本発明では、前記不織繊維構造体とハニカム構造体とを積層することにより、吸音性を
向上できる。ハニカム構造体としては、セル構造による空間を有する構造体であれば特に
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制限されず、通常、複数の又は連続した薄片状又は細幅状シートにより、互いに独立した
複数のセルが網目状又は格子状に形成された板状構造体である。
【００６８】
　ハニカム構造体の材質としては、軽量化の観点から、比重の小さい材質、例えば、紙類
、合成樹脂、軽量金属材料などが利用できる。これらの材質のうち、軽量で安価な点から
、紙類が好ましい。紙類としては、例えば、ダンボール原紙、紙器用板紙、印刷・情報用
紙などが利用できる。難燃性が要求される場合には、水酸化アルミニウムの含浸などによ
り難燃処理を施した紙、アルミニウムなどの金属箔が積層された紙などが特に適している
。
【００６９】
　ハニカム構造体を構成する薄片状シートの厚みは、軽量性及びセル内に大きな空間を確
保するとともに、構造パネルとしての強度を確保する点から、例えば、０．０１～５ｍｍ
、好ましくは０．０２～３ｍｍ、さらに好ましくは０．０３～２ｍｍ（特に０．０５～１
．５ｍｍ）程度である。
【００７０】
　ハニカム構造を形成するセルの形状は、いわゆるハニカム形状（六角形状）に限定され
ず、三角形状、格子状（正方形状、長方形状、菱形状、平行四辺形状などの四角形状）、
五角形状、波形状などであってもよい。波状としては、互いに平行な平板状シートとの間
に、波形状シートが頂部で接触又は接着した形状（平板状シートと波形状シートとが交互
に積層した形状）、互いに平行な平板状シートとの間に、複数の波形状シートが頂部で接
触又は接着した形状であってもよい。
【００７１】
　各セルの平均径は、吸音域、吸音性、強度などのバランスの点から、例えば、１～１０
０ｍｍ、好ましくは３～８０ｍｍ、さらに好ましくは５～６０ｍｍ（特に１０～５０ｍｍ
）程度であり、５～３０ｍｍ程度であってもよい。例えば、用途に応じて、セル径が５ｍ
ｍ、１０ｍｍ、２０ｍｍ、３０ｍｍなどの汎用サイズを利用できる。なお、本発明におけ
るセルの平均径とは、形状に応じて算出され、異方形状の場合における長径と短径との平
均値を意味する。具体的には、正六角形の場合には対向する辺の最短距離が平均径となり
、正方形の場合には各辺の長さがそのまま平均径となり、長方形の場合には長辺と短辺と
の平均値が平均径となり、波形の場合には、波の頂部の高さと底部の長さとの平均値が平
均径となる。
【００７２】
　ハニカム構造体の厚み（セルの高さ）も、吸音性や強度などのバランスの点から、例え
ば、５～２００ｍｍ、好ましくは１０～１５０ｍｍ、さらに好ましくは２０～１００ｍｍ
（特に３０～８０ｍｍ）程度である。本発明では、ハニカム構造体の厚みを大きくするこ
とにより、セル内部の空間容積を効果的に向上できるため、吸音効率（特に低周波吸音効
率）を向上できる。
【００７３】
　ハニカム構造体の市販品としては、例えば、ナゴヤ芯材工業（株）製「ニューダイスコ
ア」「Ｅ段コアシリーズ」「ハニカムコアシリーズ」「水酸化アルミコア」「ＮＢコア」
などが利用できる。
【００７４】
　（構造パネルの積層構造）
　本発明の構造パネルは、前記不織繊維構造体と前記ハニカム構造体とが積層されており
、図１は、本発明の構造パネルの一例を示す概略斜視図である。構造パネル１は、不織繊
維構造体２と、波状のセル形状を有するペーパーハニカム構造体３とが積層された構造パ
ネルである。不織繊維構造体２とペーパーハニカム構造体３とは、両構造体の接触部にお
いて、接着剤（ポリ酢酸ビニル系接着剤など）で接合されている。さらに、このペーパー
ハニカム構造体３は、波形状シート（薄片状シート）と平板状シート（薄片状シート）と
が交互に積層されることにより、ハニカム構造を形成している。
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【００７５】
　また、不織繊維構造体とハニカム構造体との積層方式としては、不織繊維構造体がハニ
カム構造体の両面に積層されていてもよく、図２は、本発明の構造パネルの他の例を示す
部分切り欠き概略斜視図である。構造パネル２１は、長方形状のセル形状を有するペーパ
ーハニカム構造体２３の両面に、不織繊維構造体２２ａと２２ｂとが積層された構造パネ
ルである。不織繊維構造体２２ａ及び２２ｂとペーパーハニカム構造体２３とは、両構造
体の接触部において、接着剤（ポリ酢酸ビニル系接着剤など）で接合されている。本発明
では、ハニカム構造体の両面に不織繊維構造体を積層したパネルは、片面にのみ不織繊維
構造体を積層したパネルよりも、吸音効果を更に向上し、特に吸音域を広くできる。
【００７６】
　本発明の構造パネルにおいて、不織繊維構造体とハニカム構造体との厚み比（ハニカム
構造体の両層に不織繊維構造体を形成する場合は単層の厚み）は、例えば、不織繊維構造
体／ハニカム構造体＝１／１～１／１０、好ましくは１／２～１／９、さらに好ましくは
１／３～１／８（特に１／４～１／７）程度である。ハニカム構造体の厚み比を大きくす
ることにより、低周波域での吸音特性を向上でき、さらに不織繊維構造体をハニカム構造
体の両面に積層することにより、バランスのとれた吸音特性を実現できる。
【００７７】
　さらに、本発明の構造パネルは、必要であれば、さらに反射体、仕上げ材などを積層し
てもよい。特に、本発明の構造パネルは、ハニカム構造体の一方の面に不織繊維構造体が
積層され、かつハニカム構造体の他方の面に反射体が積層されていてもよい。具体的に、
ハニカム構造体の両面を面材で被覆した態様として、例えば、下記の組み合わせなどが挙
げられる。
【００７８】
　　不織繊維構造体／ハニカム構造体／不織繊維構造体
　　仕上げ材／不織繊維構造体／ハニカム構造体／不織繊維構造体／仕上げ材
　　仕上げ材／不織繊維構造体／ハニカム構造体／反射体。
【００７９】
　前記積層体において、反射体としては、音波の反射効果を有する材質であれば特に限定
されないが、軽量性の点から、例えば、塩ビ鋼板（ポリ塩化ビニル被覆金属板）、合板（
積層木質ボード）、合成樹脂板、無機繊維不織布などが汎用される。反射体の厚みは、例
えば、０．０１～１０ｍｍ、好ましくは０．０２～５ｍｍ、さらに好ましくは０．０３～
３ｍｍ程度である。本発明では、反射体を積層することにより、吸音や遮音効果に加えて
、適度な反射音をも発生させることにより、コンサートホールなどの高度な室内音響を要
求される用途にも使用できる。
【００８０】
　仕上げ材としては、慣用の仕上げ材が利用でき、例えば、布クロス、木質系仕上げ材、
フィルム、紙などが利用できる。さらに、構造パネルを装飾する場合には、通気性を有す
る化粧クロスなどを使用することが好ましい。仕上げ材の厚みは、例えば、０．１～５ｍ
ｍ、好ましくは０．３～３ｍｍ、さらに好ましくは０．５～２ｍｍ程度である。
【００８１】
　さらに、構造パネルの難燃性を向上させる点から、ガラス繊維不織布や炭素繊維不織布
などの無機繊維不織布を積層してもよい。
【００８２】
　本発明の構造パネルは、ハニカム構造体に成形体などの表面部材が接着されるので、建
築の内装材として適当な機械的強度（圧縮強度、曲げ強度など）を有している。従って、
表面部材の厚みが数ｍｍ程度以下に構成でき、構造パネルを軽量且つ安価に製造できる。
【００８３】
　本発明の構造パネルにおいて、不織繊維構造体とハニカム構造体との接合方法としては
、軽量性及び生産性などの点から、接着剤又は粘着剤を用いた接合方法が好ましい。接着
剤又は粘着剤としては、構造体の材質、特にハニカム構造体の材質に応じて選択でき、吸
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音特性を低下しない材質であれば特に限定されず、ポリ酢酸ビニル系接着剤の他、慣用の
接着剤（例えば、デンプンやカゼインなどの天然高分子系接着剤、ビニル系重合体、ポリ
エステル系樹脂、ポリアミド樹脂系などの熱可塑性樹脂系接着剤、エポキシ樹脂などの熱
硬化性樹脂系接着剤など）や慣用の粘着剤（例えば、ゴム系粘着剤、アクリル系粘着剤な
ど）などを利用できる。これらのうち、多孔質材料に対する接着性の点から、ポリ酢酸ビ
ニル系接着剤、ポリアクリル酸エステル系接着剤、デンプン系接着剤などが汎用される。
さらに、仕上げ材や反射体との接合方法としても、接着剤又は粘着剤を用いた接合方法が
好ましく、材質に応じて慣用の接着剤又は粘着剤を利用できる。接着剤又は粘着剤は、接
着箇所や材質の種類に応じて、適宜種類を選択して使用してもよい。
【００８４】
　なお、積層体の接合方法（例えば、不織繊維構造体とハニカム構造体との接合方法）は
、接着剤又は粘着剤での接合方法に限定されず、粘着テープや係合手段を用いて、端部又
は側部を固定する方法などであってもよい。
【００８５】
　本発明の構造パネルは、軽量かつ安価であるだけでなく、不織繊維構造に由来する良好
な通気性をも保持できるという優れた特長を有している。さらに、吸音及び遮音性を有す
るため、残響音を少なくできるとともに、反射体と組み合わせることにより、音響設備に
も利用できる。
【００８６】
　［吸音又は遮音構造］
　本発明の吸音又は遮音構造は、前記構造パネルを被吸音又は遮音部位に配設した構造で
ある。すなわち、本発明では、被取付体の被吸音又は遮音部位（例えば、建築物の壁、天
井、床など）に本発明の構造パネルを配設することにより、建築物の内外での音を吸音又
は遮音することができる。図３は、図１及び図２の構造パネルを配設した吸音又は遮音構
造の一例を示す概略側面図である。
【００８７】
　図３（ａ）では、不織繊維構造体２とペーパーハニカム構造体３とが積層された構造パ
ネル１が、ペーパーハニカム構造体３が壁３１と向き合うように配設されている。さらに
、構造パネル１は、支持具３２によって、壁３１の壁面とハニカム構造体３の表面との間
に背後空気層３３を介在させた状態で壁３１に配設されている。一方、図３（ｂ）でも、
不織繊維構造体２２ａ及び２２ｂを両面に有するペーパーハニカム構造体２３で構成され
た構造パネル２１が、支持具４２によって、壁４１の壁面と不織繊維構造体２２ｂの表面
との間に背後空気層４３が介在させた状態で壁４１に配設されている。
【００８８】
　空気層（背後空気層）の厚みは、設置される空間の大きさや要求される吸音特性に応じ
て適宜選択でき、例えば、５～１００ｍｍ、好ましくは１０～９０ｍｍ、さらに好ましく
は２０～８０ｍｍ（特に３０～７０ｍｍ）程度である。空気層の厚みは、周波域との関連
が大きく、空気層の厚みを大きくすることにより、低周波域の吸音特性を向上できる。さ
らに、ハニカム構造体の両面に不織繊維構造体を積層したパネルでは、低周波域から高周
波域の幅広い周波域に亘る吸音性を実現できる。
【００８９】
　このように、本発明では、背後空気層とは、構造パネルを建築物などの壁、天井、床な
どに設置する際に、構造パネルと天井面、壁面、床面との間に設けられた空気層を意味す
る。本発明では、背後空気層を設けることによって、さらに吸音性能を向上することがで
きる。特に、本発明の構造パネルは、不織繊維構造体とハニカム構造体とが積層され、強
度が大きいため、背後空気層を設けることが容易になる。背後空気層を形成する方法は、
構造パネルの背後に空気層を形成できれば特に限定されず、設置場所に応じて適宜選択で
き、前述の支持具を用いる方法の他、枠組みだけの空洞のボックスを構造パネルに積層す
る方法などであってもよい。
【００９０】
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　なお、背後空気層を形成せずに設置してもよく、例えば、壁面、天井面、床面などに密
着させてもよい。さらに、このような方法において、吸音特性を向上させるためには、例
えば、ハニカム構造体の厚みを向上させることにより、同様の効果が達成できる。
【００９１】
　さらに、本発明の構造パネルは、高い剛性を有するため、施工上においても有利である
。すなわち、本発明の構造パネルを大板状に形成し、固定具などの取付ピッチを広くした
場合でも、その形状が保持され、構造上の支障は生じないという特徴も有している。
【００９２】
　本発明の構造パネルを用いると、優れた吸音性能、特に、低周波数域における優れた吸
音性能を実現できる。具体的には、本発明の構造パネルは、音として感知できる周波数の
範囲（１０～２００００Ｈｚ程度）に対して吸音性を示し、通常、１００～１００００Ｈ
ｚ程度の周波数を有する音に対して用いられる。特に、本発明の構造パネルは、ハニカム
構造体の内部体積や背後空気層の調整により、低周波域、例えば、２００～５０００Ｈｚ
、好ましくは３００～３０００Ｈｚ、さらに好ましくは４００～２５００Ｈｚ（特に５０
０～２０００Ｈｚ）の周波数の音に対しても効果的である。
【実施例】
【００９３】
　以下、実施例により、本発明をさらに具体的に説明するが、本発明はこれらの実施例に
何ら限定されるものではない。実施例における各物性値は、以下に示す方法により測定し
た。なお、実施例中の「部」及び「％」はことわりのない限り、質量基準である。
【００９４】
　（１）エチレン－ビニルアルコール系共重合体のメルトインデックス（ＭＩ）
　ＪＩＳ　Ｋ６７６０に準じて、１９０℃、２１．２Ｎ荷重の条件下、メルトインデクサ
ーを用いて測定した。
【００９５】
　（２）目付（ｇ／ｍ2）
　ＪＩＳ　Ｌ１９１３「一般短繊維不織布試験方法」に準じて測定した。
【００９６】
　（３）厚み（ｍｍ）、見掛け密度（ｇ／ｃｍ3）
　ＪＩＳＬ１９１３「一般短繊維不織布試験方法」に準じて厚さを測定し、この値と目付
けの値とから見かけ密度を算出した。
【００９７】
　（４）通気度
　ＪＩＳ　Ｌ１０９６に準じ、フラジール形法にて測定した。
【００９８】
　（５）曲げ応力
　ＪＩＳ　Ｋ７０１７に記載の方法のうちＡ法（３点曲げ法）に準じて測定した。このと
き、測定サンプルは２５ｍｍ幅×８０ｍｍ長のサンプルを用い、支点間距離を５０ｍｍと
し、試験速度を２ｍｍ／分として測定を行った。本発明では、この測定結果チャートにお
ける最大応力（ピーク応力）を最大曲げ応力とした。なお、曲げ応力の測定は、ＭＤ方向
及びＣＤ方向について測定した。ここで、ＭＤ方向とは、測定サンプルの長辺に対しウェ
ブ流れ方向（ＭＤ）が平行となるように測定サンプルを採取した状態をいい、一方、ＣＤ
方向とは、測定サンプルの長辺に対しウェブ幅方向（ＣＤ）が平行となるように測定サン
プルを採取した状態をいう。
【００９９】
　（６）１．５倍変位応力
　曲げ応力の測定において、最大曲げ応力（曲げピーク応力）を示す曲げ量（変位）を超
え、さらにその変位の１．５倍の変位まで曲げつづけた時の応力を、１．５倍変位応力と
した。
【０１００】
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　（７）繊維接着率
　走査型電子顕微鏡（ＳＥＭ）を用いて、構造体断面を１００倍に拡大した写真を撮影し
た。撮影した構造体の厚み方向における断面写真を厚み方向に三等分し、三等分した各領
域（表面、内部（中央）、裏面）において、そこに見出せる繊維切断面（繊維端面）の数
に対して繊維同士が接着している切断面の数の割合を求めた。各領域に見出せる全繊維断
面数のうち、２本以上の繊維が接着した状態の断面の数の占める割合を以下の式に基づい
て百分率で表わした。なお、繊維同士が接触する部分には、融着することなく単に接触し
ている部分と、融着により接着している部分とがある。但し、顕微鏡撮影のために構造体
を切断することにより、構造体の切断面においては、各繊維が有する応力によって、単に
接触している繊維同士は分離する。従って、断面写真において、接触している繊維同士は
、接着していると判断できる。
【０１０１】
　　繊維接着率（％）＝（２本以上接着した繊維の断面数）／（全繊維断面数）×１００
　但し、各写真について、断面の見える繊維は全て計数し、繊維断面数１００以下の場合
は、観察する写真を追加して全繊維断面数が１００を超えるようにした。なお、三等分し
た各領域についてそれぞれ繊維接着率を求め、その最大値に対する最小値の割合（最小値
／最大値）も併せて求めた。
【０１０２】
　（８）吸音率
　音響インピーダンス管を用いた吸音率測定システム（ブリューエル＆ケアー社製、２マ
イクロフォンインピーダンス管４２０６型の大型測定管）を用いて、ＪＩＳ　Ａ－１４０
５法に準じて垂直入射吸音率を測定した。
【０１０３】
　実験例１
　（不織繊維構造体の製造例）
　湿熱接着性繊維として、芯成分がポリエチレンテレフタレート、鞘成分がエチレン－ビ
ニルアルコール共重合体（エチレン含有量４４モル％、ケン化度９８．４モル％）である
芯鞘型複合ステープル繊維（（株）クラレ製、「ソフィスタ」、繊度３ｄｔｅｘ、繊維長
５１ｍｍ、芯鞘質量比＝５０／５０、捲縮数２１個／２５ｍｍ、捲縮率１３．５％）を準
備した。
【０１０４】
　この芯鞘型複合ステープル繊維を用いて、カード法により目付約１００ｇ／ｍ２のカー
ドウェブを作製し、このウェブを９枚重ねて合計目付約９００ｇ／ｍ２のカードウェブと
した。
【０１０５】
　このカードウェブを、５０メッシュ、幅５００ｍｍのステンレス製エンドレスネットを
装備したベルトコンベアに移送した。尚、このベルトコンベアの金網の上部には同じ金網
を有するベルトコンベアが装備されており、それぞれが同じ速度で同方向に回転し、これ
ら両金網の間隔を任意に調整可能なベルトコンベアを使用した。
【０１０６】
　次いで、下側コンベアに備えられた水蒸気噴射装置ヘカードウェブを導入し、この装置
から０．４ＭＰａの高温水蒸気をカードウェブの厚み方向に向けて通過するように（垂直
に）噴出して水蒸気処理を施し、不織繊維構造を有する成形体を得た。この水蒸気噴射装
置は、下側のコンベア内に、コンベアネットを介して高温水蒸気をウェブに向かって吹き
付けるようにノズルが設置され、上側のコンベアにサクション装置が設置されていた。ま
た、この噴射装置のウェブ進行方向における下流側には、ノズルとサクション装置との配
置が逆転した組合せである噴射装置がもう一台設置されており、ウェブの表裏両面に対し
て蒸気処理を施した。
【０１０７】
　なお、水蒸気噴射ノズルの孔径は０．３ｍｍであり、ノズルがコンベアの幅方向に沿っ
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て１ｍｍピッチで１列に並べられた蒸気噴射装置を使用した。加工速度は３ｍ／分であり
、ノズル側とサクション側の上下コンベアベルト間の間隔（距離）は５ｍｍとした。ノズ
ルはコンベアベルトの裏側にベルトとほぼ接するように配置した。
【０１０８】
　得られた不織繊維構造体（成形体）は、ボード状の形態を有し、一般的な不織布に比べ
て非常に硬質であった。また、曲げ応力ピークを超えても破壊せず、極端な応力の低下も
なかった。さらに、形態保持性試験を行っても形状の変化はなく、質量も減少せず、きわ
めて良好な結果が得られた。
【０１０９】
　得られた不織繊維構造体の特性を表１に示す。
【０１１０】
【表１】

【０１１１】
　（ハニカム構造体）
　ハニカム構造体として、セル形状が波形で、セルサイズ（平均径）５ｍｍである板状ペ
ーパーハニカム構造体（ナゴヤ芯材工業（株）製、製品番号「ＮＢ　ＮＫＮ」）を使用し
た。板状ハニカム構造体の厚みは、１０ｍｍ、２０ｍｍ、３０ｍｍの３種類を使用した。
【０１１２】
　（試験１）
　本発明の構造パネルの吸音性能を確認するため、下記（Ａ）～（Ｃ）の３種類のパネル
について試験を行った。
【０１１３】
　（Ｃ）不織繊維構造体単体（厚さ５．７３ｍｍ、密度０．１５５ｇ／ｃｍ３）
　（Ｂ）ハニカム構造体単体（厚さ１０ｍｍ）
　（Ａ）図１に示す本発明の構造パネル［ハニカム構造体（Ｂ）の片面に不織繊維構造体
（Ｃ）を接着したパネル］
　構造パネル（Ａ）、ハニカム構造体（Ｂ）及び不織繊維構造体（Ｃ）について吸音性能
の測定を行った結果を図４に示す。図４の結果から、本発明の構造パネル（Ａ）の吸音性
能は、不織繊維構造体（Ｃ）単体、ハニカム構造体（Ｂ）単体に比べて優れていることが
わかる。特に、周波数１０００～５０００Ｈｚにおける構造パネル（Ａ）の吸音率は、不
織繊維構造体（Ｃ）及びハニカム構造体（Ｂ）の吸音率の和よりも高く、相乗的な効果を
示した。
【０１１４】
　（試験２）
　本発明の構造パネルを構成するハニカム構造体の厚みが吸音性能に与える影響について
検証を行った。
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【０１１５】
　（Ａ１０）：試験１における構造パネル（Ａ）と同じパネル
　（Ａ２０）：構造パネル（Ａ）において厚み２０ｍｍのハニカム構造体を用いたパネル
　（Ａ３０）：構造パネル（Ａ）において厚さ３０ｍｍのハニカム構造体を用いたパネル
　前記構造パネル（Ａ１０）、構造パネル（Ａ２０）及び構造パネル（Ａ３０）について
、試験１と同様に、吸音性能の測定を行った結果を図５に示す。図５の結果から、ハニカ
ムの厚みが大きいほどハニカム構造体の内部空間が大きくなるため、構造パネルの低周波
吸音率の向上が顕著であった。
【０１１６】
　（試験３）
　本発明の構造パネルの配設において、背後空気層を形成した構造（図３（ａ）の構造）
における背後空気層の厚みが吸音性能に与える影響について検証した。
【０１１７】
　（Ａ２０）：構造パネル（Ａ２０）を、空気層を形成せずに配設した構造
　（Ｃ１０）：構造パネル（Ａ２０）に対して、厚み１０ｍｍの空気層を形成した構造
　（Ｃ３０）：構造パネル（Ａ２０）に対して、厚み３０ｍｍの空気層を形成した構造
　（Ｃ５０）：構造パネル（Ａ２０）に対して、厚み５０ｍｍの空気層を形成した構造
　前記構造（Ａ２０）、構造（Ｃ１０）、構造（Ｃ３０）及び構造（Ｃ５０）について、
試験１と同様に、吸音性能の測定を行った結果を図６に示す。図６の結果から、背後空気
層の厚みが大きいほど、構造パネルの低周波吸音率の向上が顕著であった。
【０１１８】
　実験例２
　不織繊維構造体がハニカム構造体の両面に積層された構造パネルの吸音性能ついて検証
を行った。
【０１１９】
　（試験４）
　（Ａ）：試験１における構造パネル（Ａ）
　（ＣＢＣ）：試験１におけるハニカム構造体（Ｂ）の両面に不織繊維構造体（Ｃ）が積
層された構造パネル
　前記構造パネル（Ａ）及び構造パネル（ＣＢＣ）について、試験１と同様に、吸音性能
の測定を行った結果を図７に示す。図７の結果から、不織繊維構造体がハニカム構造体の
片面に積層された構造パネルよりも、不織繊維構造体がハニカム構造体の両面に積層され
た構造パネルの方が、低周波数域～中周波数域においては吸音率が向上した。
【０１２０】
　（試験５）
　ハニカム構造体の両面に不織繊維構造体が積層された構造パネルにおいて、構成するハ
ニカム構造体のセルの大小が吸音性能に与える影響について検証を行った。
【０１２１】
　（ＣＢＣ）：試験４と同じ構造パネル（ＣＢＣ）
　（ＣＥ２０Ｃ）：構造パネル（ＣＢＣ）において、ハニカム構造体（Ｂ）の代わりにセ
ルサイズ３５×２０ｍｍのハニカム構造体（製品番号Ｎｏ．３５Ｅ、ナゴヤ芯材工業（株
）製）を使用したパネル（図２に示す構造パネル）
　（ＣＥ３０Ｃ）：構造パネル（ＣＢＣ）において、ハニカム構造体（Ｂ）の代わりにセ
ルサイズ３５×３０ｍｍのハニカム構造体（製品番号Ｎｏ．３５Ｅ、ナゴヤ芯材工業（株
）製）（図２に示す構造パネル）
　前記構造パネル（ＣＢＣ）、構造パネル（ＣＥ２０Ｃ）及び構造パネル（ＣＥ３０Ｃ）
について、試験１と同様に、吸音性能の測定を行った結果を図８に示す。図８の結果から
、ハニカム構造体の両面に成形体が積層された構造パネルにおいて、構成するハニカム構
造体のセルサイズが大きいほど吸音性能、特に低周波数域の吸音性能が向上した。
【０１２２】
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　（試験６）
　ハニカム構造体の両面に不織繊維構造体が積層された本発明の構造パネルの配設におい
て、背後空気層を形成した吸音又は遮音構造（図３（ｂ）の構造）における背後空気層の
厚みが吸音性能に与える影響について検証した。
【０１２３】
　（ＣＥ２０Ｃ）：構造パネル（ＣＥ２０Ｃ）を、空気層を形成せずに配設した構造
　（Ｄ１０）：構造パネル（ＣＥ２０Ｃ）に対して、厚み１０ｍｍの空気層を形成した構
造
　（Ｄ３０）：構造パネル（ＣＥ２０Ｃ）に対して、厚み３０ｍｍの空気層を形成した構
造
　（Ｄ５０）：構造パネル（ＣＥ２０Ｃ）に対して、厚み５０ｍｍの空気層を形成した構
造
　前記構造（ＣＥ２０Ｃ）、構造（Ｄ１０）、構造（Ｄ３０）及び構造（Ｄ５０）につい
て試験１と同様に、吸音性能の測定を行った結果を図９に示す。図９の結果から、背後空
気層が大きいほど、構造パネルの低周波吸音率の向上が顕著であった。
【０１２４】
　さらに、試験１～６における中低周波の吸音率を下記の表２に示す。
【０１２５】
【表２】
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【産業上の利用可能性】
【０１２６】
　本発明の構造パネルは、高い吸音又は遮音性を有しているので、建築物（例えば、住宅
、工場の家屋や設備、ビルディング、病院、学校、体育館、文化会館、公民館、コンサー
トホール、高速道路の防音壁など）やベヒクル（例えば、自動車などの車両、航空機など
）などに用いられる吸音又は遮音パネルとして有効に利用できる。特に、高い吸音及び遮
音性と強度とを要求される建築物（住宅やコンサートホールなど）に使用される間仕切り
パネル、可動間仕切りパネル、天井材、床材、衝立、ドア、雨戸、シャッター、屏風など
にも利用できる。さらに、本発明の構造パネルは、通気性に優れる点を生かして、通気性
の必要な建築部材としても利用できる。特に、本発明の構造パネルは、低周波数域に対し
ても高い吸音性を有するため、コンサートホールなどの高度な音響設備を要求される用途
にも適している。
【符号の説明】
【０１２７】
　１，２１…構造パネル
　２，２２ａ，２２ｂ…不織繊維構造体
　３，２３…ハニカム構造体
　３１，４１…壁
　３２…支持具
　３３，４３…背後空気層

【図１】 【図２】
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【図５】

【図６】

【図７】

【図８】

【図９】
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